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うるおいとにぎわいのまちを目指して

　４月１日から、機構改革により一部の部署や所
管する業務を変更しました。
■市民環境部に「保険料課」を設置　
　国保の医療給付および年金・福祉医療を担当
する保険年金課との分野の明確化を図ります。
■市民環境部市民生活相談室を「市民生活相談
課」に名称変更し「交通安全係」を設置
　親切丁寧な市民生活相談に応対するとともに、
交通安全啓発事業を一層推進します。
■都市整備部広域事業推進課を「都市基盤整備
課」に名称変更し「交通政策係」を設置
　地域公共交通に係る事業をより効率的かつ効
果的に推進するとともに、都市基盤整備の一層
の強化を図ります。

人事課　☎0748-24-5601
050-5801-5601　 0748-24-0752

■健康福祉部健康推進課東近江保健センターに
「介護予防係」を設置

　高齢者の健康づくりと介護予防を一体的かつ
効果的に実施し、「高齢者の健康と暮らしの向上」
と「健康寿命の延伸」に向けた取組を強化します。
■こども未来部こども政策課の係を再編
　ひとり親家庭に対する支援および児童福祉に
ついて、きめ細やかに応対します。

　

市役所の組織を変更しました

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

豊
か
な
自
然
を
体
感

　
「
び
わ
湖　

Ｓシ

ー
Ｅ
Ａ　

Ｔト
ゥ
ーＯ　

Ｓサ

ミ

ッ

ト

Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｔ　

２
０
１
９
」
は
、
人
と
自
然
と
の
共
生
を

テ
ー
マ
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
、
カ

ヤ
ッ
ク
や
自
転
車
、
登
山
で
市
内
を
横
断

し
、
心
と
体
で
自
然
の
尊
さ
を
感
じ
て
も

ら
う
環
境
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

■
環
境
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
夜
祭

６
月
１
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３

時
20
分　

※
前
夜
祭
は
午
後
4
時
か
ら

能
登
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

５
０
０
人　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

■
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

６
月
２
日
㈰
午
前
５
時
50
分
～
午
後
４
時
30
分

市
内
全
域
（
能
登
川
水
車
と
カ
ヌ
ー
ラ
ン

ド
出
発
、
鈴
鹿
10
座
日
本
コ
バ 

ゴ
ー
ル
）

シ
ン
グ
ル
の
部　

高
校
生
以
上

　

チ
ー
ム
の
部　

中
学
生
以
上

３
０
０
人

１
０
，
５
０
０
円
（
税
抜
き
）

　

学
生
は
５
，
５
０
０
円
（
税
抜
き
）

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.seatosum

m
it.jp/

　

カ
ヤ
ッ
ク
や
自
転
車
装
備
・
登
山
装
備
・

給
水
装
備
な
ど

東
近
江
市
Ｓ
Ｅ
Ａ　

Ｔ
Ｏ　

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｔ

実
行
委
員
会
（
担
当　

ｍミ

ッ

テ

ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
）

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
０
１

び
わ
湖 
東
近
江  

Ｓ
Ｅ
Ａ  

Ｔ
Ｏ 

　
　

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｉ
Ｔ 

参
加
者
募
集

新緑の杜の中で楽しもう

ヘムスロイドの杜
もり

まつり2019　
　全国から集まった約130人の工芸作家によ
る木製品やガラス工芸、革製品、アクセサリー
など手作りの作品に出会えるイベントです。

５月18日㈯、19日㈰10：00～16：00
ことうヘムスロイド村（平柳町568）
ヘムスロイドの杜まつり2019実行委員会　

☎ 080-5779-8113（担当：上野）
　平日10：00～17：00
※来場の際は、会場周辺の臨時駐車場、ま
たは東近江行政組合愛知消防署からのシャト
ルバスを利用してください。

本市の魅力をＰＲ

東近江市
レインボー大使が決定

　

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
に
身
近
に
で
き

る
取
組
と
し
て
、
家
庭
や
事
業
所
の
窓
際
で

ゴ
ー
ヤ
を
「
緑
の
カ
ー
テ
ン
」
と
し
て
育
て

る
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

■
ゴ
ー
ヤ
の
育
成
期
間

　

配
付
日
～
10
月
上
旬

ゴ
ー
ヤ
を
育
て
、
育
成
状
況
や
日
よ
け

に
関
す
る
効
果
な
ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え

て
い
た
だ
け
る
家
庭
、
団
体
ま
た
は
事
業
所

30
人
（
申
込
み
先
着
順
）

５
月
７
日
㈫
～
５
月
15
日
㈬
午
後
５
時

■
講
習
会
・
苗
の
配
付
日
時

５
月
19
日
㈰
午
前
10
時
か
ら

あ
い
と
う
エ
コ
プ
ラ
ザ
菜
の
花
館

※
講
習
会
に
は
必
ず
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

生
活
環
境
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
３
３

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
３

０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
９
２

緑
の
カ
ー
テ
ン
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

ゴ
ー
ヤ
の
カ
ー
テ
ン
で

涼
し
く
て
お
い
し
い
夏
を
！

始めましょう！エコな生活

   環境にやさしいシステムの 導入に

 ５つの奨励金を交付します
　環境にやさしい暮らしへの取組に対して奨励
金を地域商品券（三方よし商品券）で交付しま
す。システム設置後、申請用紙に必要事項を記
入し、必要書類を添えて提出してください。
申請期間　令和２年２月17日㈪まで　
　※予算額に達した時点で受付を終了します。
■住宅用太陽光発電システム
　（市内業者にて契約または施工の場合のみ）
　発電出力１ｋｗあたり15,000円、上限75,000円
■雨水貯留施設
　設置工事に要した経費の３分の１、上限60,000円
■コージェネレーションシステム
　自立運転型　設置費に対して上限80,000円
　上記以外　　 設置費に対して上限50,000円
■蓄電システム　設置費に対して上限70,000円
■太陽熱温水器
　本体購入価格の 10分の１、上限 50,000円

生活環境課　☎ 0748-24-5633
050-5801-5633　 0748-24-5692

奥
深
い
市
の
歴
史
を
感
じ
る

■
山
部
神
社
本
殿（
市
指
定
有
形
文
化
財
）　

　

市
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
山
部
神
社
本

殿
は
、
15
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
歴
史

あ
る
社
殿
で
す
。（
下
麻
生
町
）

■
太
郎
坊
宮
・
阿
賀
神
社
本
殿
ほ
か
（
国

登
録
有
形
文
化
財
）

　

太
郎
坊
宮
・
阿
賀
神
社
は
、
江
戸
か
ら

明
治
期
の
15
件
の
建
物
が
国
の
登
録
有
形

文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
し
た
。（
小

脇
町
）

■
乾
徳
禅
寺
境
内
林（
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
）　

　

乾
徳
禅
寺
境
内
林
（
8.6
ヘ
ク
タ
ー
ル
）が
、

歴
史
的
建
造
物
に

使
用
さ
れ
る
ひ
わ

だ
の
供
給
地
と
し

て
、
文
化
庁
の
「
ふ

る
さ
と
文
化
財
の
森
」
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
五
個
荘
川
並
町
）

　

市
内
に
点
在
す
る
歴
史
的
建
造
物
を
ぜ
ひ

訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

歴
史
文
化
振
興
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
７
７

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
７
７

０
７
４
８
‐
24
‐
１
３
７
５

新
し
く
文
化
財
が
増
え
ま
し
た

　今年度の「東近江市レインボー大
使 」 に、 小 林 真

ま や

耶 さん（28歳　 東
近江市在住 会社員　写真左）、栗田 
想
そ う こ

子さん（23歳　東近江市在住　学
生）が選ばれました。
　今後は、観光協会や市が行う各種
イベントに参加し、観光振興に寄与し
ていただきます。任期は４月１日から
１年間です。

東近江市観光協会　☎0748-29-3920　
050-5802-8621　 0748-29-3922

山部神社本殿
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教
育
長
職
務
代
理
者
（
敬
称
略
）

　

篠し
の
は
ら原　

玲れ
い
こ子（

47
歳　

五
個
荘
山
本
町
）

　

任
期
：
３
月
24
日
か
ら
（
１
年
間
）

教
育
委
員
（
再
任
）（
敬
称
略
）

　

賀か
が
わ川　

昌ま
さ
あ
き明（

71
歳　

布
引
台
一
丁
目
）

　

任
期
：
３
月
24
日
か
ら
（
４
年
間
）

教
育
総
務
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
７
０

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
７
０

０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
９
４

　

福
祉
医
療
費
受
給
券

　
　
　

更
新
の
お
知
ら
せ

　

福
祉
医
療
費
受
給
券
更
新
の
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
。

　

福
祉
医
療
費
受
給
券
は
、
毎
年
８
月
に

更
新
と
な
り
ま
す
。
更
新
に
は
、
事
前
に

申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象
者
に

は
５
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
請
書
の
提
出
が
な
い
場
合
や
、

所
得
な
ど
の
受
給
要
件
に
よ
り
該
当
し
な

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物　

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

教
育
委
員
会
の
体
制
が
新
し
く

定住移住のための住まいを支援します
　このまちで住み続けるため、また、市外からの移住者を増やすため、住宅の取得や改修にかかる経費の
一部を補助します。なお、補助金の全部を「三方よし商品券」で交付するものがあります。
＊市内の住宅販売者または施工業者と契約する場合が対象です。また、令和元年度内に住宅を取得または
改修するものを対象とし、予算の範囲内で補助します。
＊住宅取得前（改修工事完了前）に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

住宅の取得や改修をお考えの皆さんへ

将
来
へ
の
橋
わ
た
し　

国
民
年
金

①市民子育て住宅取得事業
空家活用
上限

50万円

③空家改修事業

空家活用
上限

100万円

④子育て空家改修事業
②Ｕターン者住宅取得事業

平成31年４月１日以降に新築住宅
または中古住宅を取得する場合
に、取得費の一部を全額三方よ
し商品券で補助します。※補助率
は補助対象経費の5分の１以内

◆対象者
＊平成31年1月1日時点で市内に住民票を置いてお
　り、引き続き居住している 40歳未満の人
＊中学生以下の子どもがいる世帯で、子どもと同居する人
＊補助金交付申請時に市町村税を完納している人
＊交付対象となる住宅の所有権を２分の１以上有する人

市民向け
上限

20万円

　　　　　　　平成31年４月１日以降に新築住宅
または中古住宅を取得する場合
に、取得費の一部を全額三方よ
し商品券で補助します。※補助
率は補助対象経費の5分の１以内

◆対象者
＊過去に市内に居住していた人または両親か祖父
　母が市内に居住する人（義父母、義祖父母も可）
＊補助金の交付対象となる住宅に住民票を移す日
　から起算して過去２年以上市外の市区町村に住所
　があった人
＊補助金交付申請時に市町村税を完納している人
＊交付対象となる住宅の所有権を２分の１以上有する人

住宅課　☎ 0748-24-5669
050-5801-5691　 0748-24-5578

東近江市空家バンクを活用して
購入された耐震基準に適合する
住宅の改修費の一部を補助しま
す。※補助率は補助対象経費の

                          ３分の２以内

◆対象者
＊東近江市空き家バンクを活用して住宅を購入し、改
　修後市外から転入して住む人
＊中学生以下の子どもがいる世帯で、子どもと同居する人
＊補助金交付申請時に市町村税を完納している人
＊交付対象となる住宅の所有権を２分の１以上有する人

移住者向け
上限

20万円

地 域で見守りましょう

認知症高齢者見守り
　　ＱＲシールを交付します
　認知症高齢者が、道に迷うなどして行方不明に
なった際、早期の発見と保護につなげるため、事
前登録を行い「認知症高齢者見守りＱＲシール」
を交付します。
　見守りＱＲシールに記載された登録番号で身元
を識別でき、本人の衣服などに貼り付けて使用し
ます。ＱＲコードを読みとることで、警察と市役
所の連絡先が表示されます。
■登録できる人
　認知症で行方不明になるおそれがある本人ま
たは家族
※登録には、事前相談が必要です。
※登録後、見守りＱＲシール10枚を交付します。

福祉総合支援課
☎ 0748-24-5641

050-5801-5641
0748-24-5693

結
婚
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

結
婚
希
望
者
の
登
録
を
受
付

　

東
近
江
市
結
婚
サ
ポ
ー
ト
連
絡
会
で
は
、

結
婚
希
望
者
の
登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
結
婚
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
結
婚
を
希
望
す

る
あ
な
た
の
出
会
い
を
応
援
し
ま
す
。

独
身
で
結
婚
後
に
本
市
に
定
住
す
る
意

思
の
あ
る
人

写
真
（
縦
6
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
4
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
）、
免
許
証
な
ど
顔
写

真
付
き
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の　
　

■
日
程

●
平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

企
画
課（
市
役
所
本
館
３
階
）

●
５
月
11
日
㈯
、
６
月
８
日
㈯
、

　

８
月
10
日
㈯
、
10
月
５
日
㈯
、

　

12
月
14
日
㈯
、
２
月
１
日
㈯

　

午
前
９
時
30
分
～
午
前
11
時
30
分

八
日
市
文
化
芸
術
会
館　

会
議
室

企
画
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
１
０

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
１
０

０
７
４
８
‐
24
‐
１
４
５
７

東近江市空家バンクを活用して、
購入または賃借された住宅の改
修費の一部を補助します。※補助
率は補助対象経費の３分の２以内

◆対象者
＊東近江市空き家バンクを活用して住宅を購入または
　賃借し、改修後、市外から転入して住む人
＊補助金交付申請時に市町村税を完納している人

い
人
は
、
受
給
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
お
子
さ
ん
の
受

給
券
（「
乳
幼
児
」
と
記
載
の
あ
る
も
の
）、

小
学
１
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で
の
お

子
さ
ん
の
受
給
券
（「
子
ど
も
医
療
費
受

給
券
」
と
記
載
の
あ
る
も
の
）
は
、
８
月

更
新
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
受
給
券
は
７
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。　

保
険
年
金
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
３
１

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
６

学
生
納
付
特
例
制
度

　

20
歳
以
上
の
人
は
、
学
生
で
も
国
民
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
は
、
申
請
す
れ
ば
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　

平
成
31
年
度
の
猶
予
承
認
期
間
は
、
平

成
31
年
４
月
か
ら
令
和
２
年
３
月
分
ま
で

で
す
。
な
お
、継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
、

毎
年
４
月
以
降
に
申
請
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き

で
き
ま
す
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
（
お
持
ち
の
人
）、
印
鑑
、

学
生
証
（
表
裏
面
の
コ
ピ
ー
で
も
可
）
ま

た
は
在
学
証
明
書
（
原
本
）

保
険
年
金
課

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
３
１

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
６

ま
た
は
各
支
所

　　

国
民
年
金
の
加
入
中
に
病
気
や
け
が
な

ど
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
、
障

害
認
定
日
（
初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を

経
過
し
た
日
ま
た
は
そ
の
期
間
内
に
症
状

が
固
定
し
た
日
）
に
お
い
て
、
障
害
の
程

度
が
１
級
・
２
級
に
該
当
し
た
場
合
、
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

た
だ
し
、
請
求
に
は
公
的
年
金
保
険
料

の
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
な
お
、
20
歳
前
に
初
診
日
が
あ

る
病
気
や
け
が
に
よ
り
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
人
で
、
障
害
年
金
の
１
級
・
２
級

に
該
当
す
る
人
は
年
金
を
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
本
人
に
一
定
額
以
上
の

所
得
や
そ
の
ほ
か
の
年
金
受
給
が
あ
る
場

合
は
支
給
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

彦
根
年
金
事
務
所

☎
０
７
４
９
‐
23
‐
１
１
１
６

職
務
代
理
者
に
篠
原
さ
ん

障
害
基
礎
年
金
の
申
請
を

更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
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